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            修正・追加 

 参考資料 東京都景観計画の変更《概要》  
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午後６時30分開会 

榊原都市計画課長  皆様、お待たせいたしました。本日は、年度末のお忙しい中ご出

席いただき、誠にありがとうございます。  

 本日、司会を務めさせていただきます、都市計画課長の榊原でご

ざいます。 

 それでは、初めに、本日は今年度最初の景観審議会でございます。

また、今年度の景観審議会は１回だけなので最後になります。齋藤

まちづくり推進部長より、ご挨拶をさせていただきます。  

 それでは、齋藤部長、よろしくお願いいたします。  

齋藤まちづくり推進部長  皆様、こんばんは。大田区のまちづくり推進部長の齋藤でござい

ます。日ごろから景観行政についてご協力を賜りまして、誠にあり

がとうございます。本日は第10回の景観審議会ということでござい

ますが、お手元の次第にあるとおり、議題として一つは、景観まち

づくり賞の実施、これは第３回目になります。景観まちづくり賞に

つきましては、まだまだ大田区は隠れた景観というか、あまり人に

は知られていないけれども、実はすばらしい景観というのがあった

り、活動している団体の方でも地道な活動をしながら、なかなかそ

れを多くの人が知り得ないといったようなものもあります。  

 したがいまして、それらにどうやって光を当てるかというところ

も含めて、皆さん方にご審議していただければというふうに考えて

ございます。 

 それからもう１点が各種景観施策の方針検討ということでござい

まして、平成25年10月に大田区景観計画が施行されてから５年が経

過いたしました。したがいまして、また改めて見直しの時期に来て

いるのかなというような気もいたしておりますので、その点も委員

の皆様の忌憚のないご意見をいただければ幸いでございます。  

 その他に、報告事項として、もう３月でございますので、平成 30

年度の年度報告といったようなこともさせていただきたいというふ

うに考えてございますので、限られた時間ではございますが、どう

ぞよろしくお願いを申し上げます。  

榊原都市計画課長  はい、齋藤部長、ありがとうございます。  

 それでは、審議に先立ちまして、私から配布資料の確認をさせて
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いただきます。着座にて失礼いたします。  

 本日の次第が記載されておりますＡ４のクリップ留めの資料をご

確認いただきたいと思います。  

 １枚目の次第をおめくりいただきますと、表面に委員名簿、裏面

に座席表が記載されてございます。  

 またそのページをめくっていただきますと、ここからが案件資料

となってございまして、ここから全て通し番号を右下に記載させて

いただいております。 

 初めに、ページ番号１、資料１、第一号議案の諮問文（写）でご

ざいます。 

 次のページ、２ページ目になりますが、資料１－１、第３回大田

区景観まちづくり賞の実施について、Ａ３横書きカラー版の１枚と

なってございます。 

 その次のページ、３ページでございますが、資料１－２、大田区

景観まちづくり賞募集チラシ（案）、これは、Ａ３横書きカラー版

の両面刷りとなってございまして、Ａ３を折り込んで資料とさせて

いただいております。こちらの資料の中面がページ４となってござ

います。 

 次に、ページ５、資料２、第二号議案の諮問文（写）でございま

す。 

 その次、６ページでございますが、資料２－１、各種景観施策の

取組み検討について、Ａ３の横書きカラー版１枚になってございま

す。 

 それをまたおめくりいただきますと、ページ番号７、資料３－１、

平成30年度大田区景観計画の運用について、Ａ４横書き１枚となっ

てございます。 

 その次のページ、８ページでございますが、資料３－２、平成 30

年度大田区景観アドバイザー会議の実施について、Ａ４縦書き１枚

となってございます。 

 その次のページ、ここからは通し番号の記載のない資料になって

ございまして、資料４－１、洗足池景観形成重点地区の追加指定等

に伴う大田区景観計画の修正・追加、Ａ４縦書きの 12枚綴じカラー
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版両面刷りでございます。  

 この12枚綴じをめくっていただきますと、次が資料４－２になり

ますが、景観資源【文化財等】の追加指定・解除に伴う大田区景観

計画の修正・追加、Ａ４縦書きの２枚綴じカラー版両面刷りとなっ

てございます。 

 最後に、参考資料、東京都景観計画の変更《概要》、Ａ４横書き

の３枚綴じのカラー版でございます。  

 過不足はございませんでしょうか。もし、途中でお気づきになら

れた方はその場で挙手いただけましたら、不足している資料をお持

ちしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、これからの議事につきまして、会長に進行をお願い申

し上げます。 

中 井 会 長  はい、皆さん、こんばんは。それでは、年度末のお忙しいところ

でもございますので、早速会議の中に入ってまいりたいと思います。 

 開会に先立ちまして、本日の審議会の成立につきまして、事務局

より報告をお願いいたします。  

榊原都市計画課長  はい、本日の審議会の成立につきまして、ご報告申し上げます。

審議会の成立要件につきましては、大田区景観条例施行規則第 30条

第６項におきまして、審議会は委員の半数以上の出席がなければ、

会議を開くことができないと規定されてございます。  

 本日の委員の出席状況でございますが、委員 14名のうち、出席12

名、欠席２名となってございます。定足数を満たしております。  

 また、本日の傍聴申し込み数は１名となっております。以上でご

ざいます。 

中 井 会 長  はい、ありがとうございました。ただいま事務局から報告がござ

いましたように、定足数には達しておりますので、本審議会は成立

しております。 

 ここで第10回大田区景観審議会の開会を宣言いたします。  

 傍聴者の入室を許可いたします。  

（傍聴者入室） 

中 井 会 長  それでは、本日の議題につきまして、事務局よりご報告をお願い

いたします。 
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榊原都市計画課長  はい、本日は諮問案件２件となっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

中 井 会 長  はい、それでは早速、第一号議案のほうにまいりたいと思います。 

大田区長より大田区景観審議会会長宛に、平成31年３月７日付で第

一号議案  第３回大田区景観まちづくり賞の実施についてが諮問

されましたので、これを議案といたします。  

 それでは、諮問文の朗読をお願いいたします。  

榊原都市計画課長  はい、それでは、諮問文を朗読させていただきます。  

 お手元に配付させていただきましたページ番号、右下に１と記載

してございます第一号議案の諮問文をご覧ください。 

 それでは、読み上げます。  

 第一号議案 第３回大田区景観まちづくり賞の実施について。大

田区景観条例第24条第３項第３号の規定により、下記のとおり諮問

する。 

 諮問文の朗読は以上でございます。  

中 井 会 長  ありがとうございました。それでは、この議案を上程いたします。 

 幹事より議案の説明をお願いいたします。  

事 務 局  右下のページ番号２、資料番号１－１をご覧ください。 

 第一号議案 第３回大田区景観まちづくり賞の実施について説明

させていただきます。 

 初めに、資料右上をご覧ください。景観まちづくり賞に関する今

年度の動きでございますが、事務局では第２回景観まちづくり賞に

おいて、応募数が減少したことから、募集促進策の必要性と実施サ

イクルの検討が必要であると考えております。  

 平成30年７月17日に開催しました第14回大田区景観審議会専門部

会において、大田区景観まちづくり賞の開催と応募促進策、新築物

件の扱い、応募のし易さ、応募数を増やす取り組みについて議論を

いただきました。 

 特に、第３回の開催につきましては、２年サイクルで実施せず、

１年間まち歩き等の応募促進策を行い、３年後に開催することを提

案させていただきました。  

 しかしながら、事務局の検討不足により、結論に至りませんでし
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たので、その結果、まちづくり賞のあり方については、引き続き検

討して参りたいと考えているところでございます。  

 そこで、第３回につきましては、これまでの実施で浮かび上がっ

た課題等に対し、今できる範囲の改善を施した上で実施してまいり

たいと考えているところでございます。  

 左上の１をご覧ください。第３回大田区景観まちづくり賞をこれ

までどおり各年である次年度に開催したいと考えております。本議

案はその実施について諮問するものでございます。  

 続きまして、２の実施スケジュールをご覧ください。募集を2019

年５月15日から約２カ月半行います。次に、９月中旬から書面審査、

10月下旬に１次審査通過者を決定し、11月に第２次審査、３月下旬

に本審議会で受賞対象を決定する予定でございます。なお、表彰式

は2020年５月を予定してございます。  

 委員の皆様におかれましては、ご協力の程よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、前回からの変更点を説明させていただきます。  

 一つ目の変更点は、広報の充実でございます。これまで賞を周知

するため、１から７について実施してまいりました。今回はそれに

加え、区設掲示板にチラシを掲示すること。また、駅前の美化など

活動を行っている学校が多いことから、区立小・中学校にポスター

を掲示してまいりたいと考えてございます。さらに、これまで行っ

ていなかったのですが、景観法に基づき、届け出がなされた全物件

に対し、今後は景観賞の案内を配布して参まいりたいと考えており

ます。この取り組みは、新築物件の応募促進にも繋がるものである

と考えてございます。 

 二つ目の変更点は、応募方法の一部見直しでございます。これま

で、募集はＥメール、郵送、直接持参としていました。しかし、Ｅ

メールの応募が伸び悩んでいることから、Ｅメールを止め、代わり

にスマートフォン等からでも利用できるウェブ応募を採用してまい

りたいと考えてございます。  

 三つ目の変更点は、次回以降の応募に繋がる取り組みでございま

す。落選者に対し、次回以降も引き続き応募していただけるような
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取り組みと、今後の広報のあり方を検討するため、応募のきっかけ

を知る必要があると考えてございます。そこで、応募用紙を工夫い

たしました。この資料の次にある資料１－２、第３回景観賞応募チ

ラシ（案）をご覧ください。 

 この資料を開いていただきまして、内側の右下、ピンク色の欄で

ございます。こちらが工夫した点でございまして、応募者アンケー

トと書いてございます。こちらは、上段は応募のきっかけを知るた

めのアンケートでございます。今後の広報に活かすため、どのよう

なきっかけで応募してきたのかを知りたいと考えてございます。 

 下段は、次回開催する際に、案内させていただいてもよろしいの

かを確認するためのものでございます。  

 なお、個人情報を扱うことになりますので、応募者全員に案内す

るのは現実的ではないため、このような選択方式で「はい」を選択

された方のみに次回の案内を行っていきたいと考えているところで

ございます。 

 なお、チラシ自体は現在素案でございますので、写真等デザイン

に関しましては、今後検討してまいりたいと考えてございます。  

 このような改善を施した上で、第３回景観まちづくり賞を実施し

てまいりたいと考えてございます。 

 説明は以上となります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

中 井 会 長  はい、ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご質

問やご意見がございましたら、お願いをしたいと思います。いかが

でしょうか。 

 田村委員、どうぞ。 

田 村 委 員  田村と申します。前回からの変更点ということで、これは区の

小・中学校でポスター掲示ということで、小学校も、これは非常に

良いことだと思います。やはりどういう方がこれを申し込んでいる

かちょっとわからなくて、やはり若い人たちに非常に今ウェブだっ

たり、そういうもので大田区の良さというのを発信してもらいたい

なと思うので、これは例えば、都立の高校にも、配れるのであれば、

私立の高校は別にしても、そういうこの辺の高校あたりには配って

も良いのではないのかななんて思ったりしたので、可能であれば、
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高校に配っても良いのではないのかなと思う次第です。 

中 井 会 長  はい、事務局どうぞ。  

事 務 局  はい、ありがとうございます。今回のこの取り組みに関しまして

は、以前先生方から、若い方への景観教育も大切ではないかという

ことを伺っておりまして、そのための施策を今後検討していく上で

１つの検証にもなるのではないかと、考えておるところでございま

す。 

 ただ、高校に関しては、私どもも検討していたところなのですが、

まず小・中学校を最初にさせていただきまして、その効果検証をし

て、さらにその効果があるようであれば実施してまいりたいと考え

ておりますので、今回に関しましては、小・中学校だけでやらせて

いただきたいと考えております。  

中 井 会 長  はい、ということだそうです。でも、ポスターを配るだけですよ

ね。 

事 務 局  今の時点ですけれども、小・中学校に関してはご協力をいただけ

るというのは聞いておるのですが、今この場で高校までできるとい

うふうには回答できませんので、庁内検討をさせていただきまして、

その上でできるようであれば実施してまいりたいと考えております。 

中 井 会 長  はい。小・中学校も大田区の教育委員会ではないところもあるの

で、もちろん協力してもらえる学校に対してということだと思いま

すので、前向きに検討してください。お願いします。  

事 務 局  はい、検討してまいります。 

中 井 会 長  はい。他はいかがでしょうか。川尻委員、どうぞ。  

川 尻 委 員  やはり教育の問題というのは非常に重要かなと思うので、とにか

く景観に対する意識というのですかね、意識改革がないと、なかな

かうまくいかないのかなという意味では良いと思うのですが、その

前に今まで応募した方の年代とか、そういう分析は何かされている

のでしょうか。教えていただきたいと思います。  

中 井 会 長  はい、事務局どうぞ。  

事 務 局  詳細な検討に関しましては、実施してございませんが、今後行う

必要があると考えているところでございます。なお、若い方からの

応募者は少ないと感じております。 
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中 井 会 長  これまでのこの応募には年齢などを書く欄がそもそもないので、

どれぐらいの年代の方が応募されているかはわからないというのが

正直なところなのではないかと思うのですけどね。  

 ぜひ、そういうことを考えていただきたいと思います。  

 他はいかがでしょうか。  

 はい、加藤委員。 

加 藤 委 員  確認ですけれども、平成30年度の動きの中で、前回の指摘事項と

いうことで皆さんに関心を持ってもらうということで、いくら広報

で紙をもらって、言葉だけを聞いても、やはり区民の皆さんは実際

に何か活動をしない限り、なかなか広がらないという意味で、まち

歩きをしましょうとか、講座を開いて、実際に自分たちがワークシ

ョップとかを体験して、初めて行動に繋がるということだと思いま

す。そういうまち歩きとか、景観講座を検討不足のため、これはで

きませんよということなのですが、やはり区民の皆さんを巻き込む

ためにも、まち歩きとか景観講座を行って、実際に体験されるとい

うこと自体が区民の意識を上げるという意味ですごく重要だと思い

ます。これがなくなったということ自体、私自身良く理解ができて

いないので、そこをもう一度説明していただきたいと思います。  

 今回の提案というのは、広報活動を若干手直しして、今までと同

じような形のものを行うということの提案ということなのでしょう

か。 

中 井 会 長  はい、事務局どうぞ。  

事 務 局  まち歩き、景観講座等を行うことで、より皆さんに景観に関して

思っていただけるのではないかと考えてございます。７月に行いま

した専門部会において、各種イベントはどのようなイベントが良い

のか検討してきたのですけれども、その効果、メリット、デメリッ

トを検討し切れていなかったのが事実でございます。ただし、書い

てありますとおり、その必要性に関しては重々把握しておりますの

で、次回以降も引き続き検討してまいりたいと考えているところで

ございます。 

中 井 会 長  はい、加藤委員。 
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加 藤 委 員  私も区内を色々と歩いているのですけれども、世田谷区なんかは

やはりまち歩きということで、受賞したところを中心に巡るという

ことも行っていますし、景観ということに拘らずに、まちづくりと

いう観点でいえば、台東区での講座ということで、毎年続けて、今

年で20回目となるまちづくりの下町塾というものを開いていますし、

最近気づいたのですが、景観まちづくりということで、江戸川区も

行っているみたいです。３年目になったと思うのですが、そういう

講座を１年間に７、８講座ぐらい行って、ワークショップをそのう

ち半分ぐらい使ってという形でかなり巻き込んでいるということで

す。区民だけではなく、職員もその中に入って、一緒に景観まちづ

くりというのを考えているということで動いているのですが、そう

いう他の自治体の動きもウォッチして、大田区が本当に景観まちづ

くりを一生懸命やっていこうという意味であれば、そこをもう少し

改善していただきたいなと思います。  

中 井 会 長  はい、ありがとうございます。では、樋口委員、どうぞ。  

樋 口 委 員  前回応募のあった方で、ただ応募するだけではなくて、こういう

景観があるのだけど、これを自分たちだけでは表現できない場合、

頼む方法があるのですかという、例えば写真家をお願いして写真を

撮ってもらって、区に応募するとか、そういうような要望はござい

ましたでしょうか。 

中 井 会 長  はい、事務局どうぞ。  

事 務 局  直接的な要望はなかったと記憶しております。ただし、前回は、

応募内容に多少の不備がある際は、事務局でヒアリングし、確認す

るという作業はしており、公平に判断できるようにしてございまし

た。 

樋 口 委 員  そうですか。私は写真のほうが弱いので、カメラを持ったことが

ないので、こういう良い景観があるので応募したいのだけどと思っ

ても、写真が撮れないわけですよ。ところが、そういう人が僕以外

にも区民に居て、例えば大田区のほうで紹介してくれるカメラマン

がこの場面を撮ってくれないかといった、そういう場面を撮るよう

な用意はその時点ではなかったということですか。  

中 井 会 長  はい、事務局どうぞ。  
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事 務 局  写真のきれいさを景観賞で判断しているものではなくて、やはり

景観そのものを評価するべきだと考えております。仮に応募する段

階で撮ってくださいと言われたときにどう対応するかというのは、

現時点で明確な回答ができませんが、受賞した物件は、事務局が写

真を撮りにお伺いさせていただいております。 

樋 口 委 員  そうすると、せっかく大田区に良い景観があるのに、良い写真家

がいないために、良い景観を提出できないということになる可能性

があるではないですか。それだけ最後に一言聞きたいのですが、い

かがですか。 

中 井 会 長  はい、事務局いかがですか。  

事 務 局  適切な回答になっていないかもしれませんが、応募用紙に添付さ

れている写真自体が美しいかどうかではなく、現地が美しいかどう

かが大切だと考えております。  

榊原都市計画課長  補足でございます。今、樋口会長がおっしゃられるようなケース

も重々ございます、あると思います。 

 したがいまして、もし出された写真、自分が不本意で上手く撮れ

なかったというご相談があれば、私どものほうで写真を撮りに行っ

たり、お手伝いはできるように対応してまいりたいと思います。 

樋 口 委 員  良い回答が出ましたので、会長、これでとりあえずは終わります。 

中 井 会 長  では、山中委員。 

山 中 委 員  広く区民の参加を求めるということと、景観行政に関心を持って

いただくという意味では、一つ良い事例がありまして、文京区で絵

手紙のコンクールというものをやっています。コンクールというよ

りも、絵手紙募集をするのですね。そうすると、小学生からもう 80、

90過ぎのお年寄りまではがき１枚に絵を描いて、それを区に投稿し

ます。全部を区役所の玄関ホールにずらっと張りめぐらして、どう

いう景色がこの区の中にあるのか、お互いに刺激し合うというか、

かなり関心を高く、区の景観全体に関心を持っていただける面白い

企画だなというふうに思っています。  

 そういうことをやっぱり大田区も広く区民の関心を求めるとい

う意味で、何か企画をされたら良いのかなというふうに思いました。 

中 井 会 長  はい、ありがとうございました。他の委員の皆さん、いかがでし
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ょう。では、福井委員どうぞ。 

福 井 委 員  幾つかこういった賞に関わっているので、運営の方がとても苦し

んでいるのは想像がつきます。限られた大田区の中で賞を運営する

わけですから、幾ら頑張っても、あるところで弾が尽きるはずなの

ですね。ですから、応募促進策というのは結構難しい話ではないか

というふうには実は思っているのです。そうなると、景観まちづく

りそのものは何のためにあるかということに立ち帰って考えます

と、これは先ほど来１回出ていますけれども、普及啓発策であると

いうことであれば、例えば賞の効果がどうであるかということより

も、むしろ賞の結果をどうやって活用するかということを考えたほ

うが、より建設的ではないかというふうに思っております。 

 ですから、この賞を延々と続けると考えるよりは、例えば５回で

止めるとか、３回で止めるとかというふうにしておいて、次のこと

をちゃんと考えるというふうにしてやるほうが、事務局の負担も少

ないでしょうし、その成果をどうやって区民に還元するかというこ

とも議論ができると思いますので、そういった形で議論をしていた

だくほうが良いのではないかなというふうに思いました。  

 以上です。 

中 井 会 長  ありがとうございました。加藤委員。  

加 藤 委 員  広報活動に関してですけれども、今回というか、この担当からす

れば、景観まちづくりということで、景観しか捉えてはないとは思

うのですけれども、総合的に考えると、この景観まちづくりという

のは、地域の魅力をどういうふうに創っていくかということで、特

に景観だけでもないと思うのです。  

 その中には、観光もあれば、環境の視点もあるし、防災の視点も

あるしということで、まちづくり全体での魅力あるまちづくりとい

ううちの景観まちづくりなので、もっと色々な部署と連携するとい

うことも総合的な形で、この賞を創り上げていくというのもすごく

重要ではないのかなと思います。 

 特に、これをコストとして考えるのか、こういうことをすること

によって、投資として考えるのかというような考え方もあると思う

ので、景観ということにあまり拘らずに、もっと色々な部署との連
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携をされるというのが良いのかなと思います。 

 したがって、今回は、前回に比べて、幾つかの視点で増えてきて

いるとは思うのですけれども、もう少し他の関連する事業との連携

というのも必要ではないのかなというふうに思います。  

中 井 会 長  はい、ありがとうございます。では、事務局どうぞ。  

齋藤まちづくり推進部長  様々な助言をありがとうございます。今、他との連携という話も

ございましたけれども、例えば、先ほど景観の講座であるとか、講

演会であるとか、そういうものの中で景観賞をやるという話もあり

ましたけれども、実を言うと、区の中で色々な施策があって、例え

ば防災訓練や消費者への啓発というのがあります。それだけのイベ

ントで人を集めるということになると、参加者が偏ってしまう傾向

にあるのですね。 

 ですから、例えば大田区の中で住まいづくりフェアといいまして、

良質な住まいを提供するイベントというのがあります。親子だとか、

そういう幅広い方に来ていただくというところの中で、区の耐震性

をどうするかとか、そういうことをケアするといったようなことが

あって、何かのイベントと関連付けて、ほかの施策をＰＲするとい

ったようなことがあると違った方が来ることもありますので、そう

いう組み合わせというのもするような形に考えました。 

 それからもう一つ、皆さんのお話をお聴きしながら思ったのです

が、こういう部門に応募してくださるというのとは別に、気軽な情

報提供、良い景観があるよということで、区のほうにはがき１枚で

も、メール１本でも良いですから、寄せていただくと、区のほうで

そういった情報をもとに、実際どうなのかなというのを調べてみる

とか、そういう応募とは別に、全然違う立場での情報提供を呼びか

けるというのも必要なのかなというふうに感じました。ご意見をあ

りがとうございます。 

中 井 会 長  では、野原委員、どうぞ。  

野 原 委 員  ２点あるのですけど、１点目は、私はまさに景観賞専門部会の部

会長でもあった経験も含めて申し上げますと、今回小・中学校のポ

スター掲示とあるのですが、小学生がこれはちょっと難しいという

か、お父さん、お母さんを巻き込めばできるとは思いますけど、な
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ので、普及啓発教育は非常に大事なので、ぜひ小学生も含めて、景

観に対する学びというのがあると良いなと思いますけど、これを今

回のこの景観まちづくり賞でやるかどうかというのは、ちょっとま

た違う観点かなと思っています。というのは、今回、そもそもこれ

は何の賞かというと、景観まちづくり賞という名前を付けていて、

現場で困るのは、富士山のきれいな景観というのが出てきて、富士

山に賞をあげるわけにはいかなくて、そういうところに、これは皆

さんがよくわかっているとは思うのですが、新築物件みたいなもの

がでてきたときの比較というのは非常に難しくて、なかなか苦労す

るなという面があったというのがございます。  

 ただ、とはいえ、そういうものだけにまた限定すると、また量も

絞られるので、そういう応募が来ること自体は妨げないものである

とは思うのですけど、実際評価するというか、対象というのは、や

っぱり景観に対して何かアクションを起こしたものに対して、評価

しているのかなというふうに考えますと、アクションを起こして、

かつそれを自分で応募として自薦、他薦にかける、そういう状態で

はなかなか出しにくいなというふうに思っています。そういうとこ

ろも踏まえた意味での告知がより効果的ではないのかなというふ

うに思っているというのがまず１点目です。  

 ２点目は、それも踏まえて、今までの議論だとちょっと１年休み

ますかというか、１年じっくり考えますかという話だったと思うの

ですけど、考えが至らなかったのでやりますという、今回そういう

状況になってはいます。先ほど福井委員からも、要は、先ほど５回

とか３回で少し止めるというお話もありましたけど、少しじっくり

考えて、しっかりやるという、そういう選択肢もないことはないの

かなというふうに思っているので、なぜ今回やりますということに

なっているかという説明というか、その辺をしていただけるとあり

がたいかなと思います。 

中 井 会 長  はい、事務局どうぞ。  

事 務 局  専門部会の先生におかれましては、もうご存じかと思いますが、

改めて説明させていただきます。先ほどもお伝えしておりますとお

り、やはり景観賞の募集数が減少したことで、事務局としてどうや
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ったら伸びるのかという視点で検討してまいりました。その結果、

まちづくり賞の募集の日程に合わせたイベントを行っていったらど

うかという結論に至りました。応募の１年前からイベントを行って

いったらどうかという案について議論していただいたところですが、

１年延ばし、応募促進策を実施することにより確実に募集数が増え

るのかというところの検証と説明ができなかったということでござ

います。 

 そのため、このまちづくり賞に関しましては、どのようなあり方

で実施していくのかというのは、第４回以降に向け引き続き検討し

ていかなくてはいけないなと思っておりますが、第３回は前回同様

の隔年で実施することといたしました。部会での先生方のご意見も、

わざわざ３年延ばすのではなくて、２年でも良いのではないかとい

うご意見もありましたので、次年度に実施せていただきたいと考え

ておるところでございます。  

野 原 委 員  実施することに関しては了解しましたが、応募数の減少というの

が、一応そういう議論もあったと思うのですけど、必ずしもそんな

に深刻な状況かというのもあると思うのですね。１回目はむしろ多

かったかもしれないですし、これが本当に 10件しかありませんとか

ということになりますと、本当に深刻に考えなければいけないので

すけど、ある一定の量はクリアしていて、今度は逆に他薦がすごく

多くて、なかなか要は数はそれこそあっても、これは本当に応援し

ているのだろうかというところがあることを考えると、質が問われ

る可能性もあって、そういうのも含めて総合的にご検討いただきた

いなというふうに思っております。  

中 井 会 長  はい、事務局どうぞ。  

事 務 局 野原先生からのご意見は、非常に重要であり苦慮しているところで

ございます。これまでは応募者数のほうに要は力点というか、視点

が向いてしまっていたのですが、やはり景観賞自体の目的って何か

というのを立ち帰っているところでございまして、大田区景観まち

づくり賞の目的は、景観まちづくりの関心を高め、大田区らしい魅

力あふれる景観形成をさらに推進するためでございますが、検討が

応募数のほうへ向いてしまっていたなというふうに思っているとこ
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ろであります。 

 したがって、募集数に限らず、関心を高めるためにどうしたらい

いのかというところで、加藤先生がおっしゃったとおりまちづくり

賞と絡めた他のイベントも実施するなど、引き続き検討してまいり

たいと思います。 

中 井 会 長  では、喜多河委員どうぞ。  

喜 多 河 委 員  今の意見を聴いていて、事務局の言い分もわかるのですけど、私

も現役のときに海辺の風景を広報活動の一環として随分やり、応募

数がかなり減少したという、同じようなことがありました。 

 そこで、やはり一番思ったのが、大人の方も応募するのですが、

子供の目というのは視点が全然違っていて、すごく良い作品が出て

きたのですね。大田区は、小学校59校、中学校28校とあるのですけ

ども、私立の学校も入れても良いのではないかな。それで、この募

集も募集期間を延ばして、夏休みの期間中まで入れて、学校の先生

で集めてもらって、応募する。それで、応募のあったところから事

務局で、選んで、そこをもう一回見に行くと、非常に良いのではな

いかなと思います。 

 私がやっていた海辺の景観というのもかなり応募数が増えまして、

5,000通ぐらいになったことがあるのですね。ですから、一応大人の

人は多分頭打ちなのですよ。こういうことは、ああまたやってるな

というだけで。 

 これは、私の個人的な意見ですけど、子供たちの視点というのは

すごく大事で、全然私たちが気がつかないところがあるものですか

ら、この学校を入れるというのは僕は賛成ですね。できれば、私立

の学校も入れて、広く大田区内の全部の学校を入れてやったほうが

良いのではないかなとご提案申し上げます。以上です。  

中 井 会 長  はい、ありがとうございます。他はいかがですか。はい、杉山委

員どうぞ。 

杉 山 委 員  私もまちづくり賞の専門部会の委員もやらせていただきまして、

そのときの感想を述べさせていただきます。大田区さんの景観まち

づくり賞は大変理想が高くて、まちづくりという活動、さっき野原

先生もアクションと言いましたけれど、これが非常に重要なものに
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なっているのですね。そこのところが、大変厳しい目で選ばれてい

るということですから、これまでのこの事例は本当にすばらしいも

のが大変あったと思います。  

 けれども、これは大変なのだとやっぱり実は実感しているのです

ね。第１回目は、いろいろな商店街からも出て参りましたし、それ

から祭りとか、そういったものも出てきましたし、割合幅広く出て

きていたかなという記憶がございます。やはりこれはよく読んでい

て、魅力の創出に貢献しているとか、景観づくり活動部門でも、と

にかく活動が継続的に、ずっとずっとやっていないと賞は取れない

のですよ。厳しいなとちょっと思っておりまして、そこのところを

もう少し緩くできないかなというのが、希望としてはあったりしま

す。 

 そのためにということでもないのですけれども、他の、例えば、

私は港区でお手伝いしていたりするのですけれども、サブテーマみ

たいなものをつくったりして、今回は「東京タワーが見える景色」

のような、景色レベルで、それは区民が選ぶ、景観賞とはちょっと

違って、区民が選ぶ何かこう良いところみたいなことをやっていま

す。せっかくですから、大田区の工場などのサブテーマみたいなも

のも、こんな視点があるんじゃないですかという呼びかけにも役立

ちます。先ほど、加藤委員からも出ました、観光とか、環境とか、

商業とかのイベントであるとか、他のところですと、例えば駅前の

イルミネーションなんていうテーマもあります。 

 ただ、何でもいいからという意味ではないけれども、ちょっと広

げて皆さんに、案を考えていただく工夫もあるかもしれないなとい

うふうに、１回目、２回目ともに非常に素晴らしかったので、苦し

いのかなというようなことを感じたりいたします。  

 なので、少し緩くするというか、広くするというか、その辺の具

体的なところまでは実は考えていないんですけれども、少しそうい

う大田区の独自性とか、大田区らしいとか、大田区の魅力というよ

うなことで景観を考えてくださいねという、そういう視点が加わっ

ても良いのではないかなというふうに思いました。ちょっとこの二

つの部門の中でうまくできるか、わからないんですけれども、気軽
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に応募できたりするのではないかと思ったりしました。 

 そのために、ちょっと準備が、時間がないよということもあるか

もしれないんですけれども、感想というようなことで述べさせてい

ただきました。 

 以上です。 

中 井 会 長  はい、他はいかがですか。 

 平澤委員、どうぞ。 

平 澤 委 員  それぞれ皆さん色々な意見をお持ちだけど、相対的にまちづくり

というこの言葉が、漠然としているんですね。大田区が何を目指し

てまちづくりをするのか、いわゆる訪日外国人に見ていただくよう

な観光地にするのか、あるいは我々居住者が住みよいまちにしてい

くのか、あるいは今まで歴史的に保存されてきたものを、さらに皆

さんの力で広く知っていただくためにやるか。  

 その目的が散漫なんで、どういうものを目指して、例えば今、う

ちのほうで洗足池駅周辺のまちづくりという勉強会がスタートし

ておるんですけど、現実にどういう方向に、ヨーロッパ風の見た目

のきれいさをやるのか、あるいは洗足池そのものを活かすのか、景

観整備事業というので、大田区の中で二商店街、田園調布と洗足池

で指定されてスタートしたんですけれど、何か漠然としているんで

すね。 

 だから、どんなふうにするか、今、うちのほうでは、結局は最終

的には金銭的な経済力も手伝って街路灯だけ取り替えるというよ

うな方向になってきているというのも、何かこれで景観整備なのか

なという疑念を私は現実に持っているんですけど。  

 大田区として、どういう方向づけをという何かその辺の指針を私

は示していただいたほうが良いのではないかなというふうに感じ

ております。 

 以上です。 

中 井 会 長  はい、ありがとうございます。  

 榊原都市計画課長、どうぞ。 

榊原都市計画課長  様々な意見をありがとうございます。  

 まず、景観まちづくりの趣旨というお話がありましたので、通し
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番号３のパンフレットの案、３ページにパンフレットがついてござ

います。それを１枚めくっていただき、大田区景観まちづくり賞の

趣旨というところに、少し触れさせていただきたいと思います。先

ほど来言っていますように、景観まちづくりの関心を高め、大田区

らしい魅力ある景観形成をさらに推進するため、区内の良好な景観

形成に寄与する街並みや建物、今の区内の良好な景観形成に寄与す

る街並みや建物、活動、これらを募集して賞を表彰するようなこと

で創設しております。 

 したがいまして、もう少し細かくその部分を掘り下げて説明しま

すと、下の表彰対象というところに移りますけれども、①に、街並

み景観部門では、地域の個性が感じられ、あるいは魅力的な景観形

成に貢献しているもの。建築物・街並み（公共空間を含む）・みど

りと、これらが対象になっております。  

 そうなりますと、どういうことなのというと、今まである古い良

きものであったり、新たに生み出された新しいもの、両方とも、当

然対象になるということになっております。  

 ただ、１回目、２回目ともに、これらの募集に対して、かなりの

ものが出てきておりまして、先ほど杉山委員からもありました、か

なりハードルが高くて申し込む人たちが、申し込みにくくなってい

るのではないかということを、今、事務局では心配しております。 

 その中で、今回改善点で、樋口委員も先ほどおっしゃられました

が、もっと気軽に応募できるような仕組みということで、説明しま

したが、ウェブ形式で送ることも可能にしているというような取り

組みも進めますし、また、景観、景色というものはどうなのという

ご意見がありましたが、景観形成に寄与するものなんですが、野原

先生がおっしゃったように、富士山に賞があげられるのかというと

ころもありまして、これまでは景色に対しては対象としていなかっ

たんですね。 

 ただし、大田区のそういう良き景色を今後、新たな視点で加えて

いくなどという方法も観光と絡めて可能かなというふうに思いま

すが、本来の趣旨、まずそれを固めてそれから派生させるところの

枝葉、景色につなげていくような取り組みをしないと、長く続かな
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いだろうというふうに思っております。今回、苦肉の策の説明には

なりましたが、昨年検討した結果、引き続き、今、皆さんから色々

な意見が出ましたので、それらの意見をいただきながら、検討させ

ていただきたいというのが結論でございます。  

 また、色々な新しい取り組みということも必要だろうということ

から、先ほど福井先生からもご意見ありましたが、本来の趣旨で古

き良きもの、新しくできて良いもの、そういうものをできるだけや

ってみて、そこで一回ストップをして、また、その他出た意見で新

しい取り組みをワンクッション入れてというような工夫もござい

ます。今日、忌憚ない色々な意見をいただいていますので、ぜひこ

れらを持ち帰らせていただいて、また専門家の先生方と検討しなが

ら、皆さんに結果を返していきたいと思います。 

 以上でございます。 

中 井 会 長  杉田委員、どうぞ。 

杉 田 委 員  先ほど、募集数が下がったことをそれほど問題にしなくても良い

のではないかという話があって、私もそう思うんですが、それでも

弾はいつか尽きてしまうのではないかということをお話がありま

した。継続的に景観賞に募集していただくには、多分、二つあって、

一つは、評価できるような景観を良くするような活動そのものを増

やしていくということが、まずあると思うんですね。  

 それは、裾野を広げるではないんですけど、まち歩きをしたり、

景観講座をするというお話があったと思うんですけど、そういうこ

とがあると思うんですね。  

 今回は、それをちょっと一回考えるということで、もう一つのほ

うは、募集そのものをこういう賞があるよというのを知っていただ

くということで、それを今回、強化した案ではないかなというふう

に思っていて、この⑨と⑩は、とても良いのではないかと私自身は

感じたんですけれども、ただこのときに、ただ募集しているよとい

うことを通知するだけではなくて、やはり募集してみようかなとい

うふうに思わせるようなアクションがもうワンアクションないと、

なかなか応募をしてもらえないのではないかなと感じました。  

 例えば、新築物件のときには、届け出があったときに、案内を配
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布するということなんですが、一言説明をしたりとか、こんなふう

なことを書いていただいて、以前はこういう物件が受賞しているん

ですよという、ちょっとひと手間をするだけで、ああ、応募してみ

ようかなというふうに思わせるようなきっかけになるのではない

かなと思いますし、小・中学校への案内は、やはり誰が応募するの

かなと考えると、恐らく父兄の方が募集案内を見たりとかというこ

ともあるとは思うんです。今、小学校や中学校でも、緑を増やした

りとか、環境を良くしたりとかという活動を学校の中でもやってい

るのではないかなと思うので、そういう活動を評価してあげるとい

うような可能性もあるのかなと思うと、募集する主体は誰かなと思

うと、やはりそういう活動をやっている先生であるとか、そういう

方への声かけというか、何か伝えて、こういう賞があるから、ぜひ

応募してくださいねと言えるような機会があれば良いのではない

かなというふうに感じました。  

 以上です。 

中 井 会 長  はい、ありがとうございます。一とおりご意見が出尽くしたよう

に思います。 

 本件、何か意見を取りまとめるという類のものではないと、私も

理解していますので、まずは今年はやめたほうが良いという意見は

どうもなかったようなので、やりましょうと。  

 ただ、ここの資料の１－１、それから１－２の中身については、

もっとこうしたほうが良いのではないかとか、あるいは実施スケジ

ュールは先ほど喜多河委員ですかね、もうちょっと夏休みを考えた

ほうが良いのではないかとかというご意見もありましたし、審査の

ほうについても非常に、これまでは割と厳しかったということもあ

って、もう少し緩やかな形にしたら良いのではないかということも

ございましたので、１－１の中身、それからこの１－２の案につい

ては、一層限られた時間の中で検討していただくということで、一

応は本年というのかな、概ねこのスケジュール通りで景観まちづく

り賞の第３回目を実施するということで、審議会としては了承いた

しますという結論でよろしいでしょうか。  

 その後、色々と事務局のほうで考えていただいたり、あるいは景
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観審議会専門部会で、少し中身を揉んでいただいて、文言が例えば

これで良いのかとか、それから応募用紙が、私が見ただけでも何で

表紙には１回目の受賞写真しかないのかなとか、それから、ウェブ

応募のＵＲＬを記入と、こう書いてあるんだけど、そこに一番下の

こんなに長いものを入れたら誰も絶対打ち込みませんよねとか、当

然、二次元バーコードとかは入れるんでしょうねとか、色々な言い

たいことは結構あるんで、そういうところはこれからきちんと検討

していただくということで、了承いただいたということにさせてい

ただければと思います。 

 よろしゅうございますか。  

（異議なし） 

中 井 会 長  ありがとうございました。  

 それでは、第一号議案については、諮問のとおりというよりは、

諮問の中身をさらに深めていただくという条件つきで、お認めする

と、了承するということにさせていただければと思います。 

 事務局、それでよろしいですか。  

事 務 局  はい。 

中 井 会 長  はい、ありがとうございました。  

 それでは、次の議案の審議に入りたいと思います。  

 大田区長より大田区景観審議会会長宛てに、平成３１年３月７日

付で、第二号議案、各種景観施策の方針検討についてが諮問されま

したので、これを議案といたします。  

 それでは、諮問文の朗読をお願いいたします。  

榊原都市計画課長  それでは、諮問文を朗読させていただきます。  

 お手元に配付させていただきましたページ番号５、第二号議案の

諮問文をご覧ください。 

 それでは、読み上げさせていただきます。  

 第二号議案、各種景観施策の方針検討について。  

 大田区景観条例第２４条第３項第４号の規定により、下記のとお

り諮問する。 

 諮問文の朗読は、以上でございます。  

中 井 会 長  はい、ありがとうございました。  
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 それでは、この議案を上程いたします。  

 幹事より議案の説明をお願いいたします。  

事 務 局  資料番号２－１、右下ページ番号６をお開きください。  

 第二号議案、各種景観施策の取り組みの検討についてを説明させ

ていただきます。 

 １、これまでの主な取組みをご覧ください。 

 区では、平成２５年度の景観計画の策定以来、良好な景観形成の

実現に向けた取り組みを行ってきたところでございます。  

 下の表では、大田区景観計画５章の良好な景観形成の実現に向け

てに、示されております主な取組を実施済、調査・検討開始、未着

手で整理していたところでございます。  

 なお、実施済のうち、上から四つ目、景観形成重点地区の追加に

ついて、洗足池の重点地区に関する番号ですが、資料４－１でござ

いますので訂正させていただきます。  

 区では、これらの取り組みを検討開始するにあたり、どの取り組

みから検討するのか、しっかりと整理する必要があると考えておる

ところでございます。 

 次に、主な取組み、上の表にあります主な取組みの検討状況につ

いてご説明させていただきます。  

 ２、主な取組み状況をご覧ください。景観形成重点地区の追加指

定に関する取り組み状況の説明をさせていただきます。  

 景観計画においては、下にあります蒲田駅、大森駅、南北崖線、

美原通り、羽田の５カ所に関し検討することになってございます。  

そのうち、検討が進んでおります南北崖線のうち、池上本門寺周辺

についての検討状況を改めてご説明させていただきたいと考えてお

ります。 

 検討状況でございます。地区の土地利用や建築物の色彩など、基

礎的な調査を終了しているところでございます。  

 その結果について、平成２９年度の第１２回景観審議会専門部会

で議論していただきました。また、その次の回では、現地を視察し

ていただいているところでございます。  

 なお、ちょっと前後しますが、まちづくりの動向について説明さ
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せていただきます。池上本門寺周辺の地区では、平成２６年に池上

地区まちづくり協議会が設立され、平成３０年１１月に「池上地区

まちづくりガイドライン」を取りまとめ、区に提案をされました。  

 これを受け、区ではまちづくりの指針である池上地区まちづくり

計画を作成する予定でございます。なお、このまちづくり計画の近

況でございますが、今年の４月中に公表する予定でございます。ま

た、名称も変わるようで、「池上地区まちづくりグランドデザイン」

となる予定でございます。  

 この地区の検討を進めるにあたっての課題を説明させていただき

ます。この地区は、駅周辺、池上本門寺や呑川沿いなどで、地域特

性が大幅に異なってくると考えております。  

 したがいまして、一つのルールで全ての地区を誘導することは困

難であると考えており、誘導する必要がある地域に、その特性に応

じたルールをつくり、池上本門寺周辺の全体の雰囲気をコントロー

ルする必要があるのではないかと考えております。  

 また、先ほど申し上げましたが、地域の思いである池上地区まち

づくりガイドラインを受け、区が池上地区まちづくりグランドデザ

インを策定します。それらに書かれている地域の将来像を実現する

ための手法として、景観法の関連手法でそのまちづくりを進めてい

くのか、または地区計画などの他の制度でコントロールしていくの

かを関連部局と連携して慎重に判断する必要があると考えてござい

ます。 

 次に、右に移っていただきまして、景観重要建造物の指定でござ

います。こちらの検討状況に関しましては、区内建造物約７００件

の調査を終了しているところでございます。  

 屋外広告物条例の活用でございます。こちらの検討状況は、他の

自治体の事例集、屋外広告物条例の許認可件数など基礎的な調査を

実施してございます。 

 駆け足になりますが、次の大田区公共施設景観ガイドラインでご

ざいます。こちらの検討状況は、計画案の策定を概ね完了しており、

今後、関係部局と最終調整を図る予定でございます。 

 続きまして、景観まちづくり賞、先ほど一号議案でも説明しまし
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たが、そのあり方について引き続き検討する必要があると考えてお

ります。 

 最後になりますが、こちらは夜間における景観形成でございます。

この事項に関しましては、現景観計画に特段の記載はなく、検討も

まだしていないところでございます。しかしながら、昨今、頻繁に

見聞きするライトアップやプロジェクションマッピングなどは、に

ぎわいの創出に寄与する一方、無秩序に行われている等の課題も抱

えているところでございます。  

 したがいまして、大田区においても夜間における景観形成につい

て検討する必要があると考えているところでございます。  

 なお、東京都においても、東京都景観計画が昨年８月に改定され

まして、夜間における景観形成に関する法律が示されたところでご

ざいます。 

 この配付資料の一番最後に参考資料をつけてございます。東京都

景観計画の変更（概要）をつけてございますので、後ほどご確認い

ただければと考えております。  

 以上が、主な取組み状況でございます。 

 最後に、右上、３、今後の方針をご覧ください。冒頭にも少しお

伝えしましたが、区ではこれまでどの取り組みから検討するのか、

また、各取組の方向性等を整理しないまま進めてまいりました。  

 しかしながら、手につけやすいものから検討するのではなく、ど

の取り組みを喫緊に検討しなければならないのかなど、区の内外を

取り巻く状況等を勘案して、改めてその整理をする必要があるもの

と考えてございます。 

 本議案は、景観計画に示されている取り組みのほか、夜間におけ

る景観形成について、その効果、必要性、緊急性等を検証して、今

後検討する優先順位づけと各取組の方向性を次年度に整理すること

の了を得る諮問でございます。  

 それ以降、次年度の順位付けと各取組の方個性を整理した結果を

次年度末に再度諮問をさせていただきまして、それ以降は、その整

理した結果に応じて順次、その取り組みを検討してまいりたいと考

えております。 
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 説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

中 井 会 長  それでは、ご質問やご意見、お願いをしたいと思います。いかが

でしょうか。 

 特にございませんか。 

 はい、川尻委員。 

川 尻 委 員  これからやるという話なんで、あまりどうこうという話ではない

と思うのですが、その前に、景観計画が５年経ったということで、

先ほどの意見を入れたとか、色々なことで変わっているところもあ

ると思いますし、それから、今、夜間の話とかというのも今後、課

題に入れるというふうなことになると、そもそも景観計画の５年経

って見直すことは考えられているのでしょうか。  

中 井 会 長  はい、事務局、どうぞ。  

事 務 局  景観計画の改定に関しましては、現在、考えておりません。ただ

し、夜間における景観形成に関しましては、今、景観計画に記載の

ない事項でございますので、これに取り組むということになると、

景観計画の改定が必要になると考えております。  

中 井 会 長  景観計画の改定の必然的に伴うものが優先順位が高くなったら、

それが当然入ってくるという、そういうことですかね。そういうこ

とですか。 

事 務 局  すみません、もう一度、お願いしてもよろしいですか。  

中 井 会 長  夜間計画のように、景観計画の見直しを必然的に伴うようなもの

が優先度が高いというように整理されると、当然、景観計画の見直

しも入ってくるということでよろしいですか。  

事 務 局  おっしゃるとおりでございます。  

中 井 会 長  ということだそうです。  

 他は何かございますか。杉山委員。  

杉 山 委 員  実は、何を諮問するのって、よくわからない。正直言って、よく

わからないんです。例えば、この書類に書いてあることでいうと、

主な取組みの状況で、南北崖線のことを含めて、大森駅周辺とか、

美原通りとか羽田地区というふうに書いてあるんですけれども、こ

の推進がどうなっているのか、教えていただきたい。  

 今後の方針で示された夜間の景観ということが、緊急にやるべき
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優先順位が高いこととして、こちらの景観審議会等々で討議する内

容になるということを今、決めれば良いのかという、こことここの

書かれているところについて、ご説明を再度、お願いしたいと思い

ます。 

中 井 会 長  今回の諮問は、この２－１というのに書かれているものに、早く

やったほうがいいものと、それからちょっと言葉はあれですけど、

後回しにしたほうがよさそうなものを１年間かけて仕分けていい

ですかという、そういう諮問だと私は理解しています。ざっくばら

んに言うとそういうことなんでしょう。  

事 務 局  このまちの機運が高まっているからそっちに取りかかるとか、例

えば、調査が終わって取りかかりやすいものから、どんどんやって

いこうというのも、一つあると思うんですが、ただ、今の大田区で

何が優先して必要なのというのを整理していかないと、今、必要な

施策をそのタイミングで打てなくなってしまうということもあり得

ると思いますので、そこは一度、慎重に整理するべきだと考えてい

ます。その検討を次年度させていただきたいという諮問でございま

す。 

中 井 会 長  よろしいですか。 

 ただし、届け出勧告変更命令の措置のような、これは景観計画の

応用のベースだから、これはそういう優先順位なしに基本的には

粛々とやりますということだと思います。 

 例えば、景観形成重点地区は、蒲田、大森、南北崖線、美原通り、

羽田地区で、五つ上がっているんだけど、まちづくりの機運に応じ

てやるのか、あるいは機運はなくても、ここは大事だから早く区が

頑張って手をつけるべしということを決めるのか。  

 それとも、景観形成重点地区よりは、屋外広告物のほうが大事だ

と、こっちを早くやるほうが、景観上、効果が大きいというような

ことにするのか、そういう議論を１年間かけてやりたいということ

ですよね。 

事 務 局  おっしゃるとおりでございます。  

杉 山 委 員  わかりました。わかったんですけれども、ちょっと追加してよろ

しいですか。 
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 主な取組みの状況で、景観形成重点地区はもちろんございます。

ですけど、京急沿線とか、何か大田区らしい道路景観と鉄道景観と

いいますか、何か鉄道会社の皆さんにも協力していただいて、駅の

整備などをやっていきたいなと。景観形成重点地区ではないんです

けれども、何かそういう道路の沿線や中原街道の通過する大田区は

すごく景観として特徴的ですよね、東京の中でも。  

 それと、山があって、坂があって埋立地があってという、そうい

う本来ある地形の魅力みたいなもので、羽田地区がありますけれど

も、中間がちょっとどういうふうに捉えたら良いかよくわからない

ですけど、呑川は下のほうに入っていましたかね。  

 そういった検討の課題のところなんかも、もうちょっとやってい

ったらよろしいのではないかと、個人的には期待しているので、そ

の辺、ちょっと整理をしていただいて、みんなで揉んでいったらい

かがかなと思いました。 

中 井 会 長  はい、ありがとうございます。そういうことも含めて、次年度、

検討したいということだと思います。  

 川尻委員、どうぞ。 

川 尻 委 員  これまでの主な取組みが１から６まであるんですけれども、前の

景観計画、私が見た範囲では、区民・事業者等に対する意識啓発と

いうのが（６）で挙がっているんですけれども、それが抜けている

どうこうというんじゃなくて、それも結構大事なことなので、今後

の検討の中には、それを入れてもらったほうが良いのかなと思いま

す。 

中 井 会 長  はい、事務局、どうぞ。  

事 務 局  委員のおっしゃるとおり、そこも含めて次年度、検討してまいり

たいと考えてございます。  

中 井 会 長  その意味で、この表にまとめられているものだけを順位づけると

いうわけではないのですよね。 

事 務 局  おっしゃるとおりでございます。 

中 井 会 長  他はいかがでしょうか。福井委員、どうぞ。  

福 井 委 員  質問です。何となく順位が低そうな気がするんですが、（３）番

の公共施設景観ガイドラインですが、これの検討状況が計画（案）
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の作成と書いてあるんですが、これは具体的にどういう段階なんで

しょうか。事務局内で持っているだけなのか、（案）はついている

けど運用しているのかということについて、教えてください。  

事 務 局  現在、（案）がついたままでありまして、関連部局に関しまして

は、これがある旨のことは伝えておりますが、庁内の最終検証がで

きておりませんので、現時点では、公共施設に関しましては、景観

アドバイザーの先生に必ず意見を聞いて計画をしていただけるよう

に誘導してございます。 

福 井 委 員  せっかく作ったので、やっぱり日の目を見るようにしていただき

たいなというのが希望です。  

 それから、景観アドバイザーの仕事についても、結果どうなった

かということの蓄積が非常に重要なので、１件１件きちんと大切に

していただいたと思うんですけれども、それが次に繋がるような形

での展開というのも、ぜひ優先度が高いかどうか判断していただく

として、必要なことではないかと思っております。  

中 井 会 長  はい、他はいかがですか。 

 概ね、皆さんお認めいただけるものかなというふうに思っていま

すけれど、ちょっと私から一つ注文です。順位付けなり優先度の検

討は良いですが、平成３２年度以降に優先度の高い取組から順次検

討を開始するとなっているんで、これ、検討をある程度しないと優

先順位も付けられないはずだから、３２年度以降に、また検討しま

すというだけだと、ちょっと物足りないなという気がするんですね。 

 ですから、優先度の高いものからは、取組を実施するなり、そう

いうことも含めてやっていただければいいかなと思います。ちょっ

とスピード感が余りないというか、順位を付けて、それから順位度

の高いものから順に検討していきますになっているんだけど、ある

程度検討しないと順位づけもできないはずなので、その意味では、

こういうふうにきれいに多分、切り分けられないと思うので、やれ

るものは早く実施も含めてやっていただいたほうが良いのかなと

思います。そこはご留意いただければと思います。  

 さて、そういうことで、この諮問につきましては、基本的には諮

問のとおり定めるといいますか、ご提案どおりで了承するというこ
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とで、審議会としてはよろしいでしょうか。  

（異議なし） 

中 井 会 長  はい、ありがとうございました。  

 それでは、そのように了承したということにさせていただければ

と思います。ありがとうございました。  

 それでは、次は報告事項でございますが、事務局よりお願いいた

します。 

事 務 局  事務局より報告させていただきます。事務局からの報告は２件ご

ざいます。 

 １件目の報告は、毎年度、年度最後の審議会で報告しております

景観法及び景観条例に基づく届出件数とアドバイザー会議の実績を

報告させていただきます。  

 まず、資料番号３－１、右下のページ７番ですね、こちらをご覧

ください。今年度の景観形成重点地区における届出件数処理数に関

しまして、真ん中に二重線が引いてありますが、その上が景観形成

重点地区です。こちらの届出件数の合計は１６６件でございます。

視点を右に寄せていただくと、前年度件数がございます。前年度１

６９件、概ね横ばいでございます。 

 なお、今年度８月に告示しました洗足池景観形成重点地区でござ

いますが、届出件数２件となってございます。内訳としましては、

中原街道沿道地区で、中原街道沿道で１件、住宅地区で１件でござ

います。 

 下に行っていただきまして、市街地類型における届出処理件数計

は、合計３２７件、こちらは前年度より若干ふえている状況でござ

います。 

 続きまして、資料３－２、右下ページ番号８でございます。こち

らには、景観アドバイザー会議の実績でございます。  

 会議で協議を行った地区計画の件数が２３件ございまして、昨年

度と同数でございます。ただし、今年度に関しましては、公共施設

の外観の変更等が大半を占めてございます。民間の大規模建築物等

の届出が減っているなと実感しているところでございます。  

 なお、余談ではございますが、アドバイザー会議の先生におかれ
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ましては、届出物件に対する助言だけではなく、職員に対して景観

に関する考え方や届出準に関する助言などを日ごろからいただいて

ございます。大変感謝しているところでございます。  

 続きまして、２件目の報告でございます。平成３０年８月に景観

計画を改定、洗足池景観形成重点地区の追加等についての報告でご

ざいます。 

 こちら、資料が４－１、４－２となっております。まず、４－１

でございます。こちらは、洗足池景観形成重点地区でございます。

こちらの検討は、平成２７年度から調査を開始しまして、委員の皆

様からのご意見を聞きながら検討を進めてまいりました。昨年８月

に告示に至ることができました。委員の皆様におかれましては、こ

の間、ご尽力いただいたことを心より感謝申し上げます。  

 さらに、４－１でございます。こちらも同じ８月に告示しました

が、景観資源、文化財等の追加指定解除に伴うものでございます。  

 こちらの両資料に関しましては、大田区景観計画の追録版という

ことになっておりますので、委員の皆様におかれましても、大田区

景観計画の本編とセットで保管をお願いしたいと思います。 

 報告は以上でございます。  

中 井 会 長  はい、ありがとうございました。  

 それでは、何かご質問やご意見等ございますか。  

 杉山委員、どうぞ。 

杉 山 委 員  景観計画の運用について、資料３－１でございますけれども、こ

こで変更と書いてあるのは、どういうことですか。 

事 務 局  こちらに関しましては、景観の届出があった以降、その内容に変

更が生じた場合は変更届が必要になります。その変更届の件数でご

ざいます。 

杉 山 委 員  なるほど、そうですか。はい、ありがとうございます。  

 もう一つなんですけれども、景観アドバイザー会議の実施につい

てというようなことですが、これ以前もお願いしたんですけれども、

何かすごく結果良かったようですとか、すごく紛糾したよとか、代

表的な事例などをビジュアルを含めてどんなことが行われている

のかというのも、知ることによって私たちも勉強させていただける
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かなと思いますので、今後、そんなこともお願いできたらなという、

これは希望でございます。  

中 井 会 長  公開でできるかどうかは、やや要検討だと思いますけれども、景

観審議会の委員で共有をしていただくというのは、私もよろしいか

なと思いますので、工夫をしてみていただければと思います。  

 他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 加藤委員、どうぞ。 

加 藤 委 員  先ほど、福井先生からもちょっと指摘があったんですけども、資

料３－２を見ますと、景観アドバイザー会議に上がっている半分ぐ

らいは公共施設が対象になっております。かつ、今後、公共施設の

老朽化とか建て替えとかが、益々増えると思うんで、先ほど案件の

公共施設の基準を見直すとかいうものは、優先度をぐっと高めて早

くやらないとまずいんじゃないかなというふうに思いますが、いか

がですか。 

中 井 会 長  はい、事務局、いかがですか。  

事 務 局  加藤委員、福井委員からのご指摘のとおり、（案）までできてい

るので必ず形にしたいと思っておりますので、あとは最終調整、庁

内調整などを考えておりますので、こちらは優先順位によらず、手

につけていきたいと考えてございます。  

中 井 会 長  はい、ありがとうございました。 

 これでよろしいでしょうか。  

 それでは、本日の審議は以上でございます。本日は長時間に渡り

まして、ご審議いただきましてありがとうございました。  

 最後になりますけれども、福井委員と私が平成３１年５月３１日

をもちまして、任期が終了になり、そこで退任をさせていただくと

いうことになりました。ともに、本日が最後の景観審議会というこ

とでございますので、一言ずつ簡単にではございますが、挨拶をさ

せていただきたいということで、まずは福井委員から、お願いいた

します。 

福 井 委 員  ２０１０年の景観計画策定に関わる作業部会から９年間、お世話

になりました。この間、私のほうでも職場があったりしまして、最

近は欠席も多くて少し貢献が減っていて、大変申し訳なかったなと
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思っております。 

 実は来年、長期出張で参りまして、その期間に委員としての役目

を果たせないということもございましたので、今回、任期の上で退

任させていただくことになりました。  

 大田区は、非常に工業から住宅から大きい川から小さい川まで、

非常に多様な地域がありますので、地域の価値を高めるために、景

観行政は大変重要だというふうに思っております。  

 これからは、外からになりますけれども、大田区の応援団として

活動してまいりますので、これまでお世話になりました。本当にあ

りがとうございました。 

中 井 会 長  私もそういうことで言うと、９年間やったことになるんですかね。

あまり長いこと一人の人が会長のような立場を続けているという

のも、やや問題があるかなというふうにも思いますし、ちょうど景

観計画ができて５年ということで、運用のほうもひとまずは軌道に

乗ってきたのかなというように思います。  

 この景観アドバイザー会議の資料３－２ですけど、拝見すると、

第１３４回となっていて、大変な数の回数を景観アドバイザーの先

生方にご苦労をおかけしながら、少しずつ良くしていっていただい

ているということを、これでも確認できますので、ぼちぼち私も次

の皆さん方に仕事を引き継いでいきたいというふうに思っており

ます。 

 とは言いつつも、蒲田に来る機会がなくなるわけではございませ

んで、蒲田の今、ちょうど駅前広場のところをやっておりますけれ

ども、あちらのほうは引き続きやらせていただきますので、皆さん

方とまた蒲田でお会いすることも、多々あろうかと思います。  

 長期間に渡りまして、誠にありがとうございました。また、景観

審議会も夜にやることが結構多かったかと思うんですけれども、進

行に皆さん、ご協力いただき、かつ、色々忌憚のないご意見を発言

いただいて、会長としては一定の役割を果たせたのかなというふう

に思っております。 

 誠にありがとうございました。お世話になりました。  

 それでは、これで、終了でございますので、事務局にお戻しいた
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します。 

榊原都市計画課長  委員の皆様、長い時間、ご審議いただきましてありがとうござい

ます。また、中井会長と福井委員におかれましては、２０１０年か

ら９年というふうにおっしゃっておられましたが、大田区の景観形

成にご尽力いただきまして、大変心より御礼申し上げるところでご

ざいます。 

 と言いながらも、中井会長は引き続き蒲田で、福井委員におかれ

ましても、何かのご縁がまだまだございますので、引き続き大田区

とともに、いろいろお世話していただけるのかなというふうに思っ

ております。 

 それでは、冒頭に申し上げましたが、今年度の景観審議会につき

ましては、本日で最後となります。来年度の予定につきましては、

今、ご説明がありました先生方の退任の話もございまして、新しい

先生方をご紹介するような場ということで、また別途、ご案内させ

ていただくような予定をしてございますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 これをもちまして、終了とさせていただきます。  

 本日は、誠にありがとうございました。  

午後８時05分閉会 

 


